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• 車限令の一般的制限値（長さ１２ｍ）を超える車両であっても、車両の構造もしくは貨物が特殊で分割でき
ない場合は、特殊車両の通行許可を得れば、通行可能。

• 長大トラック（フルトレーラ）については、長さ最大２１ｍまで※のものを、通達で「車両の構造が特殊」として
通行許可審査の対象としている。

※最大１９ｍまでであったが、民間企業からの提案を受け、特区制度を活用した特例措置を実施（H22～H24：静岡県、愛知
県、福岡県、岩手県、宮城県）し、特段の弊害が生じていないことが確認できたことから、平成25年11月以降、最大２１ｍと
通達を変更（全国展開）。

長さ 通行許可について

２１ｍ超 許可審査の対象としない（許可不可）

１２ｍ～２１ｍ 個別に審査して許可可否判定

～１２ｍ 許可不要（特車ではない）

※長さ以外に重量に関する審査で許可可能となる必要

• ２１ｍを超える車両を通行させる際には、特段の弊害が生じないかどうかを確認した後、現行通達を変更す
る必要。

• なお、道路交通法では、最長２５ｍまでと定められている。

日本の長大・連結トラックの通行について
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※１ 最遠軸距等によりこれより低い数値の場合がある。
※２ 日本においても特車通行許可を取得すれば、国際海上コンテナ積載車両（長さ17ｍ、総重量44t）等の通行は可能である。

国名

長さ 車両総重量※1

単車

連結車
連結車

セミトレーラ・フルトレーラセミトレーラ フルトレーラ

スウェーデン 24.0m 25.25m 25.25m 64ｔ

フィンランド 12.0m 16.5m 25.25m 76ｔ

ノルウェー 12.4m 17.0m 25.25m（高速道路等） 60ｔ（高速道路等）

デンマーク 12.0m 16.5m 25.25m（高速道路等） 60ｔ（高速道路等）

オランダ 12.0m 16.5m 25.25m（高速道路等） 60ｔ（高速道路等）

EU指令 12.0m 16.5m 18.75m 44ｔ

ドイツ 12.0m 16.5m 18.75m（実験中） 44ｔ

フランス 12.0m 16.5m 18.75m 44ｔ

イギリス 12.0m 16.5m 18.75m 44ｔ

ロシア 12.0m 20.0m 20.0m 44ｔ

アメリカ（NY州） 12.2m 19.8m 36.3ｔ

オーストラリア 12.5m 19.0m 53.5m（被牽引車4台） 119ｔ

日本※2 12.0m 12.0m
16.5m（高速自動車国道）

12.0m
18.0m（高速自動車国道）

27t
36t（高速自動車国道）
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長大・連結トラックの一般的制限値の比較



ドイツアウトバーンの長大連結トラック実験概要

• 連邦交通・デジタルインフラ省は、2012年より長大トラックの路上社会実験を実施。
• 新たに除外令を制定し、135台の長大トラックが指定されたアウトバーン区間等を走行。

項目 内容

期間 2012年1月～2016年12月（５年間）

目的
長大トラック導入に伴う環境への影響、輸送の効率性、交
通の安全性、インフラストラクチャへの影響等の測定

根拠法
規制を超える長さを有する車両および連結車両の道路交
通法関連規定からの除外に関する政令（除外令）＊

対象区間 延長約10,150km（約70%がアウトバーン)（2015年8月時点）

参加者 51社135台が参加（2016年1月時点）

＊ 長大トラックについて道路交通法関連の規定の適用除外を認める法令

■実験の概要

図 実験の対象区間（2016年1月時点）

二重線：アウトバーン

赤線：一般道
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ドイツアウトバーンの長大連結トラック実験（対象車両）

• ドイツの制限値（セミトレーラ16.5m、フルトレーラ18.75m）を超える下記の車両を実験で使用。

タイプ１：全長17.80mまでのセミ・トレーラー

タイプ2：全長25.25mまでの、中央に軸のある被牽
引車を伴うセミ・トレーラー

タイプ3：全長25.25mまでの、台車軸および被牽引
車を伴う貨物車

タイプ4：全長25.25mまでの、台車軸および被牽引車
を伴うセミ・トレーラー

タイプ5：全長24.00mまでの、被牽引車を伴う貨物車

■長大トラックの種類
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実験期間：2012年1月～2016年12月（５年間）

○道路交通法の除外規定

連邦交通省

連邦道路交通研究所
・車載型自動軸重計測装置（OBW）

・デジタルタコグラフ

・車線逸脱警報装置

・電子的車両挙動制御システム

・自動車間距離制御装置

または衝突被害軽減ブレーキ

① 長大トラックの走行区間の指定

州 道路管理者区間
通知 協議

トラック事業者 （実験参加者数51社、135台）

車両の技術的要件

・クラスCE（連結車両）の免許の５年以上の保有

・運輸業への５年以上の従事

運転者の条件

実験参加申請

運転記録の提出

モニタリング

区間申請（アウトバーン以外の一般道を含む）

② 車両の寸法・重量

（車両長のみ最大約25mに緩和）

③積荷

（危険物の禁止・はみ出しの禁止等）

④追い越しの原則禁止

（路肩側の車線走行）

⑤運転者の条件

⑥車両の技術的要件

⑦科学的モニタリングへの参加義務

※一般的制限値の緩和

ドイツアウトバーンの長大連結トラック実験（実験スキーム）

2016年１月時点

モニタリング項目

○物流：燃料消費、ＣＯ２、モーダルシフト、積載量 等

○道路施設：交通流、トンネル火災防止、駐車 等

○車両：制動遅延、車両挙動、死角、事故 等
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